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亀山市公共下水道条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

 （排水設備指定工事店の指定）  （排水設備指定工事店の指定） 

第８条 排水設備等の新設等の工事（規則で定める軽微な工事を除

く。）は、市長の指定を受けた者（以下「指定工事店」という。）

でなければ行ってはならない。ただし、災害その他非常の場合にお

いて、市長が他の市町村長又は地方公営企業法（昭和２７年法律第

２９２号）第７条の規定により置かれた公共下水道事業の管理者（ 

以下「他の市町村長等」という。）の指定を受けた者に工事を行わ

せる必要があると認めるときに、他の市町村長等の指定を受けた者

が行う工事は、この限りでない。 

第８条 排水設備等の新設等の工事（規則で定める軽微な工事を除

く。）は、市長の指定を受けた者（以下「指定工事店」という。）

でなければ行ってはならない。 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

 （使用料の算定方法）  （使用料の算定方法） 

第２５条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の

量に応じ、別表第３に定める基本使用料金と従量使用料金との合計

額                              

   とする。 

第２５条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の

量に応じ、別表第３に定める基本使用料金と従量使用料金との合計

額（その額に１０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

る。）とする。 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 
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別表第３（第２５条関係） 別表第３（第２５条関係） 

基本使用料金 従量使用料金 

汚水の

量 
料金 汚水の量 

料金（１

立方メー

トルにつ

き） 

５立方

メート

ルまで 

１，１００

円 

５立方メートルを超え１０立方メ

ートルまで 

２２円 

１０立方メートルを超え２０立方

メートルまで 

１６５円 

２０立方メートルを超え３０立方

メートルまで 

１８７円 

３０立方メートルを超え５０立方

メートルまで 

２１４円 

５０立方メートルを超え１００立

方メートルまで 

２４７円 

１００立方メートルを超え５００

立方メートルまで 

２８６円 

５００立方メートルを超えるもの ３２４円 
 

基本使用料金 従量使用料金 

汚水の

量 
料金 汚水の量 

料金（１

立方メー

トルにつ

き） 

１０立

方メー

トルま

で 

９９０円 １０立方メートルを超え２０立方

メートルまで 

１４８円 

２０立方メートルを超え３０立方

メートルまで 

１６５円 

３０立方メートルを超え５０立方

メートルまで 

１８７円 

５０立方メートルを超え１００立

方メートルまで 

２１４円 

１００立方メートルを超え５００

立方メートルまで 

２４７円 

５００立方メートルを超えるもの ２８０円 
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亀山市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（定義）  （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

 （１）～（５） （略）  （１）～（５） （略） 

 （６） 使用月 亀山市公共下水道条例（平成１７年亀山市条例第

１３１号。以下「公共下水道条例」という。）第３条第１４

号に規定する使用月をいう。 

  

 （排水設備工事の施行）  （排水設備工事の施行） 

第８条 排水設備の新設等の工事の施行は、公共下水道条例     

                第８条第１項に規定する指定工

事店でなければしてはならない。ただし、災害その他非常の場合に

おいて、市長が他の市町村長又は地方公営企業法（昭和２７年法律

第２９２号）第７条の規定により置かれた農業集落排水事業の管理

者（以下「他の市町村長等」という。）の指定を受けた者に工事を

行わせる必要があると認めるときに、他の市町村長等の指定を受け

た者が行う工事は、この限りでない。 

第８条 排水設備の新設等の工事の施行は、亀山市公共下水道条例（ 

平成１７年亀山市条例第１３１号）第８条第１項に規定する指定工

事店でなければしてはならない。 
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２及び３ （略） ２及び３ （略） 

 （使用料の徴収）  （使用料） 

第１１条 市長は、処理施設の使用について、使用者から使用料を徴

収する                             

                  。 

第１１条 使用者は、別表第２に定める基本料金と人数割料金との合

計額（その額に１０円未満の端数が生じたときは、これを切り捨

てる。）の使用料を納付しなければならない。 

２ 使用料は、毎使用月にその使用月における処理施設の使用につい

て、納入通知書、口座振替又は地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２３１条の２の３第１項に規定する指定納付受託者による納

付の方法により   徴収する。 

２ 使用料は、                         

 、納入通知書、口座振替又は地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２３１条の２の３第１項に規定する指定納付受託者による納

付の方法により、毎月徴収する。 

 （使用料の算定方法         ）  （特別な場合における人数割料金の算定） 

第１２条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の

量に応じ、別表第２に定める基本使用料金と従量使用料金との合計

額とする。 

第１２条  

２ 使用者が排除した汚水の量の算定は、公共下水道条例第２５条第

２項の規定を準用する。この場合において、同項中「公共下水道」

とあるのは、「処理施設」と読み替えるものとする。 

 

３ 使用者が使用月の中途において処理施設の使用を開始し、休止し、 

若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合に

おける別表第２に定める基本使用料金の算定については、次のとお

  使用者が月  の中途において処理施設の使用を開始し、休止し、 

若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合に

おける人数割料金         の算定については、次のとお
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りとする。 りとする。 

 （１）及び（２） （略）  （１）及び（２） （略） 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

名称 位置 処理すべき区域 

井尻地区処理場 亀山市和田町１８１９番

地 

 

 

 

井尻町 和田町の一部 

小川地区処理場 亀山市小川町２４６１番

地１ 

小川町 白木町の一部 

白木地区処理場 亀山市白木町３５５２番

地 

白木町（小川地区処理

場に係る処理すべき区

域を除く。） 

辺法寺地区処理

場 

亀山市辺法寺町１２５２

番地７ 

辺法寺町 

白木一色地区浄

化センター 

亀山市関町白木一色９５２

番地５ 

関町白木一色 

沓掛地区浄化セ 亀山市関町沓掛５８８番 関町沓掛 関町市瀬の 

名称 位置 処理すべき区域 

田村地区浄化セ

ンター 

亀山市田村町１１９６番

地８ 

田村町（安楽川左岸区

域を除く。） 長明寺

町 太森町 

井尻地区処理場 亀山市和田町１８１９番

地 

井尻町 和田町の一部 

小川地区処理場 亀山市小川町２４６１番

地１ 

小川町 白木町の一部 

白木地区処理場 亀山市白木町３５５２番

地 

白木町（小川地区処理

場に係る処理すべき区

域を除く。） 

辺法寺地区処理

場 

亀山市辺法寺町１２５２

番地７ 

辺法寺町 

白木一色地区浄

化センター 

亀山市関町白木一色９５２

番地５ 

関町白木一色 

沓掛地区浄化セ 亀山市関町沓掛５８８番 関町沓掛 関町市瀬の 
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ンター 地１ 一部 

上加太地区浄化

センター 

亀山市加太板屋４６５５

番地 

加太神武、加太板屋、

加太北在家及び加太中

在家の一部 

下加太地区浄化

センター 

亀山市加太市場１０２２

番地 

加太市場、加太向井及

び加太梶ヶ坂の一部 

両尾・安坂山地

区処理場 

亀山市両尾町１７５９番

地８ 

両尾町 安坂山町 

坂下地区浄化セ

ンター 

亀山市関町坂下７番地１ 関町坂下の一部 

市瀬地区浄化セ

ンター 

亀山市関町市瀬７０５番

地 

関町市瀬（沓掛地区浄

化センターに係る処理

すべき区域を除く。）

の一部 

南部地区処理場 亀山市田茂町３２３番地

１ 

田茂町、安知本町及び

楠平尾町の一部 

昼生地区処理場 亀山市下庄町３９３１番

地 

下庄町、中庄町及び三

寺町の一部 
 

ンター 地１ 一部 

上加太地区浄化

センター 

亀山市加太板屋４６５５

番地 

加太神武、加太板屋、

加太北在家及び加太中

在家の一部 

下加太地区浄化

センター 

亀山市加太市場１０２２

番地 

加太市場、加太向井及

び加太梶ヶ坂の一部 

両尾・安坂山地

区処理場 

亀山市両尾町１７５９番

地８ 

両尾町 安坂山町 

坂下地区浄化セ

ンター 

亀山市関町坂下７番地１ 関町坂下の一部 

市瀬地区浄化セ

ンター 

亀山市関町市瀬７０５番

地 

関町市瀬（沓掛地区浄

化センターに係る処理

すべき区域を除く。）

の一部 

南部地区処理場 亀山市田茂町３２３番地

１ 

田茂町、安知本町及び

楠平尾町の一部 

昼生地区処理場 亀山市下庄町３９３１番

地 

下庄町、中庄町及び三

寺町の一部 
 

別表第２（第１２条関係） 別表第２（第１１条関係） 

基本使用料金 従量使用料金 区分 月額使用料（１戸当たり） 
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汚水の

量 
料金 汚水の量 

料金（１

立方メー

トルにつ

き） 

５立方

メート

ルまで 

１，１００

円 

５立方メートルを超え１０立方メ

ートルまで 

２２円 

１０立方メートルを超え２０立方

メートルまで 

１６５円 

２０立方メートルを超え３０立方

メートルまで 

１８７円 

３０立方メートルを超え５０立方

メートルまで 

２１４円 

５０立方メートルを超え１００立

方メートルまで 

２４７円 

１００立方メートルを超え５００

立方メートルまで 

２８６円 

５００立方メートルを超えるもの ３２４円 
 

一般家庭 基本料金 ２，２００円 

人数割料金 １人につき ５５０円 

一般家庭以外 基本料金 ２，２００円 

人数割料金 処理対象人員１人につ

き ５５０円 

備考 

１ 自治会が管理する集会施設については、基本料金のみ徴収す

る。 

２ 人数割料金は、各戸につき、毎年４月１日及び１０月１日現

在において住民基本台帳に記録されている人数を基本として算

定し、これら以外の日においてその人数に増減がある場合は、

使用者の届出に基づき算定する。 

３ 処理対象人員は、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３

８号）第３２条第１項に規定する処理対象人員の算定方法に準

じて算定する。 

別表第３（第１３条関係） 別表第３（第１３条関係） 

区域 新規加入金（１戸当たり） 

井尻地区処理場の処理区域に属する ７３０，０００円 

区域 

 

 

 

小川地区処理場の処理区域に属する

区域 

６７０，０００円 

白木地区処理場の処理区域に属する

区域 

５３０，０００円 

辺法寺地区処理場の処理区域に属す ５２０，０００円 

区域 新規加入金（１戸当たり） 

田村地区浄化センターの処理区域に

属する区域 

４３０，０００円 

井尻地区処理場の処理区域に属する ７３０，０００円 

区域  

小川地区処理場の処理区域に属する

区域 

６７０，０００円 

白木地区処理場の処理区域に属する

区域 

５３０，０００円 

辺法寺地区処理場の処理区域に属す ５２０，０００円 
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る区域  

白木一色地区浄化センターの処理区

域に属する区域 

４００，０００円 

沓掛地区浄化センターの処理区域に

属する区域 

３３０，０００円 

上加太地区浄化センターの処理区域

に属する区域 

２２０，０００円 

下加太地区浄化センターの処理区域

に属する区域 

２４０，０００円 

両尾・安坂山地区処理場の処理区域

に属する区域 

３８０，０００円 

坂下地区浄化センターの処理区域に

属する区域 

３３０，０００円 

市瀬地区浄化センターの処理区域に

属する区域 

３６０，０００円 

南部地区処理場の処理区域に属する

区域 

３５０，０００円 

昼生地区処理場の処理区域に属する

区域 

４３０，０００円 

 

る区域  

白木一色地区浄化センターの処理区

域に属する区域 

４００，０００円 

沓掛地区浄化センターの処理区域に

属する区域 

３３０，０００円 

上加太地区浄化センターの処理区域

に属する区域 

２２０，０００円 

下加太地区浄化センターの処理区域

に属する区域 

２４０，０００円 

両尾・安坂山地区処理場の処理区域

に属する区域 

３８０，０００円 

坂下地区浄化センターの処理区域に

属する区域 

３３０，０００円 

市瀬地区浄化センターの処理区域に

属する区域 

３６０，０００円 

南部地区処理場の処理区域に属する

区域 

３５０，０００円 

昼生地区処理場の処理区域に属する

区域 

４３０，０００円 

 

 
 

 


